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第１　災害に強い安全なまちづくり

復興基本政策 １

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

防潮堤整備事業 県 防潮堤の整備を促進する。

水門整備事業 県
　気仙川への溯上を防ぐため、気仙川河口部
に水門を整備する。
・気仙川河口等の水門の整備

河川堤防等改修事
業

県・市
川原川、浜田川、小泉川等の河川の改修整
備を促進する。

津波遠隔監視装置
復旧事業

市
　防潮堤施設の整備に合わせ、津波遠隔監
視装置の整備促進を図る。
・津波監視装置設置

緊急避難路、防災
公園整備事業

市

　災害発生時に市民が安全かつ適切に避難
できるよう、海岸部の避難路や高台の待避所
となる防災公園等を整備する。
・避難路指定、整備促進
・防災公園の整備

復興基本政策 ２

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

地域防災計画改訂
事業

市
　国、県の指針に沿い、現計画の見直しによ
る防災、減災の計画づくりを進める。
・地域防災計画の改訂

復興基本政策 ３

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

消防庁舎等建設事
業（高田西地区復
興整備事業ほか）

市

　消防庁舎を高台に建設するとともに、ヘリ
ポート、訓練場を併設し、災害時に迅速かつ
適切な対応がとれる消防救急体制を確立す
る。
・消防庁舎、ヘリポート、多機能駐車場、訓練
棟、防災センター（多目的集会施設）建設

消防救急通信設備
整備事業

市

　消防救急デジタル無線及び消防指令セン
ター設備を整備し、緊急時における市内全域
への通信指令手段を確保する。
・消防救急デジタル無線整備
・消防指令センター整備

消防屯所建設事業 市

　今後の活動範囲を再検討するとともに、被
災した消防屯所を被災区域外へ建設し、予防
活動、災害発生時の拠点として活用する。
・消防屯所建設

防災行政無線復旧
事業

市

　防災行政無線を再整備するとともに、機能
の強化を図り、災害時に有効な衛星携帯電
話等の配備を検討する。
・防災行政無線復旧、更新
・衛星携帯電話の配備

（仮称）広域防災拠
点整備事業

国・県・市

　災害時において、物資受入、集配、応急要
員の集積、宿泊、被災者用物資、資機材の備
蓄、広域医療搬送、災害対策本部の代替機
能等を有する広域的な防災拠点等を整備す
る。
・広域防災拠点整備

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

市民の生命、財産を守る新たな津波防災施設の整備を促進する。

大津波災害を想定した新たな防災計画を検討構築する。

大津波災害の教訓を踏まえた救援・救護体制を構築する。
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復興基本政策 ４

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

自主防災組織育成
支援事業

市

　市内全地区に自主防災組織を育成し、支援
強化を行うとともに、防災学習会等を開催す
る。
・自主防災組織育成
・防災学習会の開催
・総合防災訓練の実施

建築物誘導、支援
事業

県・市
　津波に強い建築物の整備を推進し、誘導・
支援を強化する。

大震災記録収集保
存事業

市
　震災時の写真・資料の収集、住民アンケー
ト、避難所の状況、発災後の対応状況等の記
録誌を作成する。

復興基本政策 ５

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

復興道路整備事業 国・県・市

　市街地の復興及び減災に寄与するみちづく
りのため、新しい道路ネットワークを整備す
る。
・縦断道の整備
・道路ネットワーク整備

事業名 事業主体

実施年度
事業名

事業概要
実施年度

事業主体 事業概要

地域の防災組織育成と防災意識の向上を促進する。

災害に強い道づくり
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第２　快適で魅力のあるまちづくり

復興基本政策 １

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

土地利用再編計画
策定事業

市
　従前の土地利用の見直しを行い、新しい中
心市街地として相応しい土地利用計画を確
定する。

被災市街地復興土
地区画整理事業

市

　被災した市街地を復興するため、浸水を免
れるように高さを確保・盛土し、土地区画整理
事業により幹線道路、避難路を確保したコン
パクトな新市街地を構築する。
・高田地区

無電柱化促進事業
市・電力会

社

　多様な無電柱化手法を活用し、景観に配慮
した街並みを形成する。
・高田地区

復興基本政策 ２

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

被災市街地復興土
地区画整理事業
（再掲）

市

　被災した市街地を復興するため、浸水を免
れるように高さを確保・盛土し、歴史文化を受
け継ぐ街道の復元や、景観に配慮した新しい
街並み・住宅街を構築する。
・今泉地区

無電柱化促進事業
（再掲）

市・電力会
社

　多様な無電柱化手法を活用し、景観に配慮
した街並みを形成する。
・今泉地区

防災集団移転促進
事業

市
　住民意向や住民参加により、集団による高
台移転を促進して安全な居住区域を確保し、
住宅の整備を推進する。

漁業集落防災機能
強化事業

市
　漁業集落の地盤嵩上げや生活基盤整備を
推進し、防災機能向上のための施設を整備
する。

被災住宅移転等再
建支援事業

市
　被災者が移転先で新たな住宅を建設する
ために要する費用の一部を助成し、早期の住
宅再建を支援する。

復興基本政策 ３

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

国営等公園整備事
業

国・県・市

　津波犠牲者の鎮魂、教訓継承施設の整備
とともに、海岸防災施設を整備し、市民の憩
いの場として防災メモリアル公園を整備する。
・防災メモリアル公園の整備

海岸防災林等海岸
整備事業

国・県・市 ・海岸防災林、人工リーフ等の整備

メモリアルグリーン
ベルト創出事業

国・県・市・
市民団体等

　市民や企業等の参加による緑化を推進し、
四季を通じて美しい街を形成する植樹帯を創
出する。

復興基本政策 ４

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

三陸縦貫自動車道
整備促進事業

国・県・市
　新たな防災道路網の核となる三陸縦貫自
動車道の整備を促進し、防災に配慮したイン
ターチェンジやパーキングエリアを整備する。

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要

風光明媚な高田らしい美しいまちの景観や空間を形成する。

安全・安心な市民生活と機能的な都市活動を支える道路交通網の整備を促進する。

実施年度

事業主体 事業概要
実施年度

市民の安全と利便性に配慮した、持続的な都市活動を支える良好な新市街地を形成する。

地域の特色ある歴史的・文化的な魅力や特性を生かしたまちづくりを推進する。

事業名
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

防災道路網整備促
進事業

国・県・市
　国道や広域幹線道路と連動した道路整備を
進め、避難道路として活用する防災道路網を
整備する。

橋梁整備促進事業 国・県・市
　気仙大橋や姉歯橋の復旧を促進し、市街地
を通る新たな幹線道路と接続する（仮称）今
泉大橋を新設整備する。

復興基本政策 ５

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

ＪＲ大船渡線復旧整
備促進事業

ＪＲ東日本
　新市街地や居住地域に対応したＪＲ大船渡
線の早期復旧を促進する。

公共交通体系調
査・整備事業

市・交通事
業者

　新たなまちづくりや復興の段階に合わせた
地域内交通のあり方等を調査し、新たな公共
交通体系を構築する。

バスターミナル整備
促進事業

市・交通事
業者

　新たなまちづくりや公共交通体系に応じた
バスターミナルの整備を促進する。

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業主体 事業概要
実施年度

旅行誘客や地域間交流を促進し、安全・快適で利用しやすい公共交通環境を形成する。

事業名
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第３　市民の暮らしが安定したまちづくり

復興基本政策 １

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
災害復興公営住宅
等整備事業
（高田西地区復興
整備事業ほか）

県・市
　住宅を失った被災者の居住の安定を図るた
め、恒久的な災害復興公営住宅を整備する。

木造住宅耐震診
断・耐震改修支援
事業

県・市

　旧建築基準に基づいて建築されている木造
住宅の耐震診断を支援し、耐震補強のため
の改修工事を支援する。
・木造住宅耐震診断士派遣事業
・木造住宅耐震改修工事費助成事業

住宅リフォーム助成
事業

市

　居住環境の向上と市内の住宅関連産業・地
域経済の活性化に資するため、住宅リフォー
ムに対し支援する。
・住宅リーフォーム助成事業

復興基本政策 ２

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

水道水源整備事業 市

　地震、津波、洪水等の自然災害に強い、水
源施設を整備する。
・水源浸水対策事業
・電気機械計装設備等浸水対策事業

水道施設整備事業 市
　現有施設を最大限に活用しながら、新たな
土地利用計画に応じた水道施設を整備する。

公共下水道等整備
事業

市

　農業集落排水処理施設、漁業集落排水処
理施設を復旧するとともに、新しいまちづくり
に対応して公共下水道区域を再編整備する。
また、雨水ポンプ場、都市下水路を整備す
る。

浄化槽設置整備事
業

市
　集合処理区域以外の全域に浄化槽を普及
し、環境保全を図る。

災害時用仮設トイレ
備蓄事業

市
　災害時に対応する仮設トイレの備蓄を図
る。

復興基本政策 ３

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

高田保育所再建事
業

市 　高田保育所を再建・整備する。

竹駒保育園再建事
業

市・社会福
祉法人陸前
高田市保育

協会

　竹駒保育園の再建整備を支援する。

今泉保育所再建事
業

市 　今泉保育所を再建・整備する。

広田保育園再建事
業

市・社会福
祉法人陸前
高田市保育

協会

　広田保育園の再建整備を支援する。

延長保育、土曜午
後保育、日曜保育、
病後児保育等特別
保育事業

市
　被災後の生活状況の変化に伴う保育ニー
ズの多様化に対応する、充実した保育サービ
スを提供する。

地域子育て支援セ
ンター拠点施設再
建事業

市
　在宅で子育てを行っている保護者への支援
の充実を図るため、被災により流失した拠点
施設を再建整備する。

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

安全で恒久的な住宅の確保を促進する。

災害に強いライフラインの整備を図る。

保健・福祉・介護・医療の総合的なシステムに支えられた市民一人ひとりの居場所・陸前高田市を構築す
る。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

要保護児童連絡協
議会再構築事業

市
　子ども・子育て支援体制の確立をめざし、学
校、地域と関係機関が協力連携した連絡協
議会を再構築する。

児童デイサービス
（ふれあい教室）拠
点施設再建事業

市
  発達障がい児等の療育支援を行い利用者
の育成を図るため、被災により流失した施設
を再建整備する。

居場所づくり健康づ
くり推進事業

市

　市民一人ひとりが安心して暮らすことができ
るよう生活の質の向上とコミュニテイづくりを
推進する。
・居場所づくりの推進　（市民が主体的に支え
あうコミュニテイづくりの推進）
・保健、福祉等専門職の人材確保及び育成

保健活動推進事業 市

　仮設住宅入居者や在宅者等の健康づくりを
推進するため、健康教育及び健診体制の充
実を図る。
・保健推進員や健康づくりグループとの協働
による健康づくりの推進
・巡回健康相談員の家庭訪問
・生活習慣病予防健康教育の実施

保健医療福祉拠点
施設整備事業

市

　保健医療福祉分野の施設を集中化し、総合
サポート拠点として各種サービスの提供及び
情報の共有化を図る。
・保健医療福祉総合エリアの創設
・保健福祉総合センター（仮称）の建設
・保健医療福祉情報ネットワークの構築

地域医療施設整備
事業

県・市

　県立高田病院の設置促進や診療所の整備
を行い、地域医療の確保を図る。また、災害
時、救急時の際の医療連携体制を構築す
る。
・新県立高田病院施設整備の促進
・広田診療所と医師住宅の整備

地域包括医療シス
テム構築事業

市

　市内の診療所、県立高田病院及び県立大
船渡病院等との連携強化に努めるとともに、
健康づくりの拠点として診療所等の整備を図
る。
・在宅訪問診療の推進
・医療従事者養成奨学資金貸付制度の充実

地域包括ケア体制
整備事業

市・県立病
院・市内医
療機関、市
内介護事業

所等

　医療・保険・介護・障がいの関係機関で包
括的なサービスを提供する体制を整備する。
・地域包括ケア会議の開催
・地域連携パスの充実

介護サービス施設
整備事業

市・民間介
護事業所

　第５期介護保険事業計画を策定し、地域の
ニーズに沿った介護サービスの充実を図る。
・災害時に対応できる介護施設の充実
・既存施設との連携を考慮したサービス展開

生活再建相談事業
市・社会福
祉協議会

　市民からの生活再建に関する相談・助言体
制を整備するとともに、各種支援制度等の情
報提供や関係機関と連携による相談事業等
を実施し、生活再建に向けた支援を充実す
る。

サービス付高齢者
向け住宅整備事業

市・民間介
護事業所

　被災した高齢者の居場所づくりとして、医
療・介護のサービスが受けることができる高
齢者向け住宅を整備する。
・民間によるサービス付高齢者向け住宅の整
備支援

仮設住宅等におけ
る介護サポート拠点
整備事業

市・民間介
護事業所

　仮設住宅での高齢者の生活を支援する介
護サポート拠点を整備する。
・仮設住宅へ相談員派遣
・仮設への配食サービスの実施

障がい者地域活動
拠点整備事業

市
障がい者の地域活動の拠点となる施設を整
備する。

社会福祉法人運営
等助成事業

市
社会福祉法人の運営等に助成を行う。
・社会福祉協議会運営費補助

事業主体 事業概要
実施年度

事業名
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復興基本政策 ４

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

社会教育・文化行
政再構築事業

市

　被災により活動が制限されている社会教
育・文化行政の改善及び効果的な推進を図
る。
・公民館活動の充実促進
・文化財の保護と活用
・仮設図書館の運営
・臨時博物館の運営　等

文化財レスキュー
事業

市
　被災した地域文化資料に係る修復・保全を
図る。
・古文書、生物標本、民具、土器　等

生涯学習推進事業 市

　地域課題及び現代的な課題に基づいた学
習機会の提供及び学習の成果の活用を推進
する。
・生涯学習推進本部
・生涯学習のつどい　等

学社連携推進事業 市

　地域と学校の連携・協働機会の充実を図
る。
・子どもの居場所づくり推進事業
・家庭教育学級
・世代間交流　等

（仮称）市民文化会
館整備事業

市
　壊滅的な被害を受けた社会教育施設の再
構築を図るため、図書館や博物館等の機能
を持つ（仮称）市民文化会館を整備する。

大肝入屋敷（大庄
屋）復元促進事業

県・市
　これまで培われ、築き上げられてきた歴史・
文化を受け継ぎ、後世に継承するため、大肝
入屋敷（大庄屋）の復元を促進する。

復興基本政策 ５

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

県立野外活動セン
ター整備促進事業

県
　広田半島地域の自然特性などを踏まえ、海
洋型の野外活動センターの整備促進を図る。
・県立野外活動センターの移設整備促進

スポーツ公園整備
事業

市

　スポーツ公園を新たに整備し、高田松原公
園にあった野球場、サッカー場等を再整備す
るとともに、テニスコート等を配置した運動公
園を整備する。

（仮称）市民総合体
育館整備事業

市
　武道館や温水プール等、総合的な体育施
設として、（仮称）市民総合体育館を整備す
る。

スポーツ活動普及
振興事業

市

　被災により活動が制限されている社会体育
活動の充実を図る。
・学校体育施設開放事業
・スポーツ活動普及事業
・指導者養成事業

復興基本政策 ６

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

学校支援カウンセ
ラー派遣事業

国・県・市

　震災により心にダメージを受けた児童生徒
や保護者、教職員の心のケアのために、臨
床心理士等を各学校に派遣し、組織的・継続
的な支援を行う。
・緊急スクールカウンセラー等派遣事業費補
助

心のケア専門機関
利用事業

県・市

　震災による環境の変化に伴う児童生徒や
保護者の抱える課題に対し、医療及び福祉
的観点からの支援を行う。
・気仙子どもの心のケアセンター利用事業
・スクールソーシャルワーカー利用事業

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

安全な学校づくりと適正規模化による学校再編、及び高校の整備促進と学校の防災拠点化を図る。

生涯学習の拠点づくりと学習環境の整備充実を図る。

通年型の総合的なスポーツ公園の整備及びスポーツ環境の充実を図る。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

各種教育相談（研
修）事業

市

　学校・家庭・地域の相談に適切に対応する
ため、教育研究所内の相談体制の充実を図
る。また、教員が教育相談の力を身に付け、
子どもや保護者に適切に対応できるよう、研
修の充実を図る。
・教育相談員配置事業
・教育研究所教育（就学）相談事業
・教員等研修事業

就学援助事業 国・県・市

　被災による経済的理由から、就学が困難と
なった児童生徒などへの就学援助の充実を
図る。
・児童生徒就学援助制度事業

いわての学び希望
基金利用事業

県

　震災により保護者を亡くした被災児童生徒
が、学校を卒業し社会人として独り立ちする
まで、返還不要の給付金・奨学金を給付し、
生活支援・就学支援を行う。

小中学校再編推進
事業

市

　将来の児童生徒数の推移を見据えながら、
児童生徒の安全と教育環境の充実、まちづく
りとの連動を観点とした学校づくり、再編を推
進する。
・小中学校再編推進事業

小中学校施設整備
（新増築）事業

市
　学校再編による統合校の整備を推進する。
・小中学校校舎新増築事業

学校施設環境改善
（耐震化等）事業

市

　学校施設の耐震化等の教育環境の適切な
改善を進める。
・学校施設災害復旧事業
・学校施設耐震化事業
・運動場整備事業
・健康安全対策事業

教育研究所事業 市

　未来を担う児童生徒に確かな生きる力を培
うため、学力向上や豊かな心の育成、キャリ
ア教育の充実を図る。
・調査・研究事業
・教員研修事業
・体験活動等支援事業

県立高田高等学校
整備促進事業

県・市
　被災した県立高田高校の再建に向け、県教
育委員会へ働きかけ整備を促進する。

防災教育推進事業 県・市

　生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培う
ため、防災教育カリキュラムの作成及び実践
を行う。
・防災教育カリキュラム作成事業
・防災教育補助教材活用事業

防災機能強化推進
事業

市

　災害発生時に防災拠点施設としての機能を
果たせるよう、学校施設の充実を図る。
・防災機能強化推進事業
・自然エネルギー導入事業

学校施設有効活用
事業

市

　学校施設の図書館や体育館棟を市民と共
同で使用するなど、地域コミュニティの拠点施
設としての機能を果たせるよう学校施設の充
実を図る。
・学校施設の多機能化

事業名 事業主体 事業概要
実施年度
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第４　活力あふれるまちづくり

復興基本政策 １

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

農地・農業用施設
災害復旧事業

県

　被災した農地及び農業用施設について、
国・県の負担により現状復旧を行う。また、作
業効率向上を図るため、災害復旧工事に併
せた災害関連区画整理事業についても今後
とも検討していく。

東日本大震災農業
生産対策交付金事
業

農業者組合
等

　津波で流失した農業用機械等の生産資材
を農業者が組織する組合等が導入する経費
に対して、交付金を交付し、農業生産基盤の
復旧・復興を支援する。

被災農家経営再開
支援事業

県

　東日本大震災で津波などの被害を受けた
農地の経営を再開するために、被災農家が
復興組合を組織して共同で行う復旧作業に
対して、経営再開支援金を交付する。

緊急雇用創出事業 市
　農地が復旧するまでの期間において、農業
関連の雇用を創出し、営農再開までの農業
者の所得確保の一助とする。

被災農地等生産再
開対策支援事業

農業者等

　被災した農地において、国・県の事業実施
以前もしくは非該当の農家自身の生産再開
に向けた取り組みに対し、市単独で助成す
る。

農業経営体強化育
成支援事業

農業者等
　農業者や農業経営体の規模拡大や生産性
の向上に向け、農業用機械や簡易な土地改
良に対して助成する。

農産物直売所開設
支援事業

農業者等

　被災農家の販路の拡大と消費者、被災者
に対する地元産農作物の提供のため、震災
被害を受けた産直施設の再設置や被災農家
組織での新規設置に対して助成を行う。

被災地域農業復興
総合支援事業

市、ＪＡ、農
業者で組織
する団体等

　地域合意の下、担い手の育成、新たな産地
づくり、地域資源を活かした集落ぐるみでの６
次産業化などの取り組みを促進し、生産性・
収益性の高い農業の実現と農村の活性化を
推進する。

陸前高田型農業復
興支援事業

市、ＪＡ、農
業者で組織
する団体等

　東日本大震災の被災農家や新規就農者に
対する所得確保のため、当面の転換作物とし
て高収益園芸作物を推進するため、栽培に
必要な資材等に対して市単独の助成を行う。

振興作物推進事業 農業者等

　高収益作物の生産拡大に向け、初期投資
の軽減のための助成を行うとともに、きゅう
り、イチゴ、トマト等の振興作物の施設栽培に
ついては、パイプハウス設置に対しての単独
助成を行う。

三陸みらい園芸産
地づくり事業

３戸以上の
農家で構成
する生産組
織、ＪＡ等

　被災した三陸地域の夏季冷涼、冬季温暖な
気候を活かして施設園芸の生産拠点を整備
し、企業との連携による商品開発や販路確保
等の取り組みを促進して沿岸地域の新たな
園芸産地づくりを推進する。

三陸みらい農業担
い手応援事業

県、市、Ｊ
Ａ、農業者
で組織する

団体等

　被災地域の園芸等産地の新たな担い手の
確保・育成を図るため、基金を創設し、就農
前から経営が軌道に乗るまでの期間、体系
的･計画的に支援を実施する。

農地利用集積促進
事業

国・県・市
　農業経営の基盤を強化するため、担い手農
家への農地の面的集約を促進する。

営農拠点施設整備
事業

県・市
施設園芸産地づくり等の研究開発、営農指導
拠点施設として南部園芸研究室や営農指導
センターの再整備を図る。

太陽光型植物工場
誘致推進事業

国・県・市・
民間事業者

　浜田地区を食農産業モデル地域として設定
し、太陽光型植物工場の企業立地を推進す
るため、用地等の立地環境の整備支援を行
う。

実施年度

被災農業用地の再生と営農拠点の整備を図り、営農再建の支援による新たな営農体系の確立を図る。

事業名 事業主体 事業概要
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

大規模園芸団地整
備事業

県・市
　県による大規模園芸団地の設置と合わせ、
太陽光型植物工場の誘致や生産開発型の
大規模施設園芸団地の形成を推進する。

復興基本政策 ２

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

森林組合機能回復
支援事業

県・市
被災した森林組合の機能を早期に回復する
ため、事務所の復旧及び事務機器等の導入
に係る支援を行う。

林道災害復旧事業 市 地震により被災した林道の早期復旧を図る。

地域木材利用促進
事業

市
復興に向けた木材需要の増加に合わせ、地
域木材の利用促進を図る。

林業担い手サポー
ト事業

市

林業への新規従事者を雇用した事業所に対
し定額助成を行うほか、機械購入や講習等受
講の際の経費の補助を行う。
・林業担い手対策事業費
・林業担い手サポート事業

復興基本政策 ３

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

漁港災害復旧事業 県・市
被災した県管理漁港、市管理漁港の漁港施
設及び海岸保全施設の災害復旧。

水産基盤整備事業 国・県・市

地域の防災対策や地域づくり、水産業再生の
方向を踏まえた防波堤や岸壁など漁港施設
や漁場施設等の復興に資する整備を実施す
る。

漁港整備市単独事
業

市 市管理漁港の整備事業を実施。

漁業集落排水施設
災害復旧事業

市
被災した漁業集落排水施設の災害復旧。
・漁港関係災害関連事業

県営漁港等整備事
業

市
県が実施する県営漁港の整備事業に対して
市が一定割合を負担する。

地域水産物供給基
盤整備事業

市 市管理漁港の整備事業を実施する。

漁場復旧対策支援
事業

県・県漁業
共同組合連

合会

県による漁場堆積物・漁場漂流物の回収、及
び県漁連による瓦礫撤去にかかる漁業者雇
用。

いわての漁業復旧
支援事業

県

定置網漁業と養殖業の再開及び担い手の確
保・育成に必要な事業を、被災失業者を雇用
する漁協で実施する。（岩手県から漁協への
委託事業）

林業・木材産業の再建を図り、木材安定供給体制を確立し、地域木材の利用及び雇用の創出を推進する。

漁港の整備と営漁の協業化を図り、営漁再建の支援による新たな水産業の活性化を推進する。

事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

共同利用漁船等復
旧支援対策事業

広田湾漁業
協同組合

流出・損壊した漁船及び定置網の漁具等の
漁協による復旧を支援する。
・共同利用小型漁船建造事業：５ｔ以下の小
型漁船建造
・共同利用漁船等復旧支援対策事業：新造
船、中古漁船の取得・修繕、定置網等漁具の
取得

さけ・ます生産地震
災復旧支援事業

広田湾漁業
協同組合

被災した気仙川のさけふ化場、採捕場の漁
協による仮復旧工事を支援する。

養殖用種苗供給事
業

広田湾漁業
協同組合

被災により流出した養殖用のコンブ、ホタテ、
カキ種苗の漁協による購入への支援する。

水産業経営基盤復
旧支援事業

広田湾漁業
協同組合

漁協等による被災養殖施設の共同利用施設
としての一括整備を支援する。
・水産業経営基盤復旧支援事業（養殖施設）

養殖作業用施設整
備事業

広田湾漁業
協同組合

被災した養殖作業用施設に代わる仮設用テ
ントの漁協による整備を支援する。

水産業共同利用施
設復興整備事業

広田湾漁業
協同組合

被災したアワビ種苗施設、さけ・ます種苗生
産施設等の漁協による整備を支援する。

水産業共同利用施
設復旧支援事業

広田湾漁業
協同組合

漁協等が有する共同利用施設の早期復旧、
使用再開に必要な機器等の整備や施設の修
繕を支援する。

漁業協同組合等機
能回復支援事業

広田湾漁業
協同組合

漁協の本所仮設事務所や情報機器の整備を
支援する。

農林水産業共同利
用施設災害復旧事
業

広田湾漁業
協同組合

被災した水産物加工処理施設等の漁協によ
る復旧を支援する。

養殖振興総合支援
事業

広田湾漁業
協同組合

養殖漁業に対する各種の支援。
・特定養殖共済加入促進事業費補助他

採介藻漁業復旧緊
急支援事業

広田湾漁業
協同組合

ウニ、アワビの共同採捕や漁場管理を行う漁
協による被災した潜水器具の整備を支援す
る。

漁業・養殖復興支
援事業

広田湾漁業
協同組合

収益性の高い操業体制への転換や養殖業の
共同化による経営の再建を目指す漁協を支
援する。
・漁業復興支援運営事業費補助
・養殖復興支援運営事業費補助
・がんばる漁業復興支援事業費補助
・がんばる養殖復興支援事業費補助

被災海域における
種苗放流支援事業

広田湾漁業
協同組合

ウニ、アワビ、ヒラメ等の放流種苗の確保事
業を支援する。

緊急雇用対策事業
広田湾漁業
協同組合

漁港漁場の復旧を図るため、市が漁協に委
託し、被災した漁業者を雇用して養殖施設等
の撤去、回収処理などや仕分け等を行う。

担い手対策事業 市
新たな養殖漁業者を育成確保するため漁業
就業奨励金を支給する。
・がんばる海の担い手支援事業

東日本大震災漁業
経営復興特別資金
利子補給事業

県信用漁業
協同組合連

合会

被災漁業者の早期再建を支援するための資
金を利子補給する。

事業概要
実施年度

事業名 事業主体
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

漁業近代化資金利
子補給事業

県信用漁業
協同組合連

合会

漁業の近代化を図る漁業者を支援するため
の資金を利子補給する。

長部漁港水産加工
団地整備促進事業

県
地盤沈下した長部漁港水産加工団地の復旧
整備を促進する。

水産関連業務団地
整備促進事業

県・市・民間
事業者

広田、長部、脇の沢漁港背後地等を活用した
水産加工等関連施設の基盤整備を促進す
る。

産直施設整備促進
事業

市・広田湾
漁業協同組

合等

広田、長部、脇の沢漁港背後地等を活用した
産直施設の整備を促進する。

復興基本政策 ４

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

中小企業等再建支
援事業

市・中小企
業基盤整備

機構

　被災した中小企業者の事業再開・再建を支
援するため、被災した資産の修繕や新たな設
備の導入、仮設店舗等の整備を支援する。
・中小企業被災資産修繕事業費補助
・中小企業設備投資促進事業費補助
・仮設店舗等整備

貸工場・商業共同
店舗整備事業

市・中小企
業基盤整備

機構

　地場企業の再建支援と新規企業立地支
援、地元商業者の再建を推進するため、貸工
場や商業共同店舗を整備する。
・貸工場整備事業
・商業共同店舗整備事業
・中心商店街整備事業

商工団体等再建支
援事業

市
　地域の中小企業者に対する相談や指導機
能を回復、強化するため、商工会の運営再建
を支援する。

商工会館整備事業 市・商工会

　地域の中小企業者に対する相談や指導機
能を回復、強化するため、商工会館の整備に
対して支援する。
・商工会館整備事業費補助

商工業活性化支援
事業

市

　商工業の活性化を推進するため、地域資源
を活用した食品関連産業や新エネルギー関
連産業等の成長産業を支援するとともに、新
たな取り組みに対する支援を行う。

復興基本政策 ５

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

小友浦干潟自然再
生整備促進事業

県・市
　小友浦干拓地域を干潟に再生し、体験型の
観光拠点としての整備を促進する。

観光物産協会活動
支援事業

市・観光物
産協会

　観光情報の発信窓口となる観光物産協会
の体制を回復、強化するため、協会の活動を
支援する。

道の駅等観光施設
整備事業

市・民間事
業者

　市街地の幹線道路等の整備に合わせ、観
光交流拠点となる道の駅等を整備するととも
に、宿泊施設の再建や整備を推進する。

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

食関連産業や観光産業の基盤づくりを推進するとともに、新規企業の誘致育成と地場産業再生による雇用
の創出を図る。

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

中小企業・事業所等の再建を支援し、商業等の集積を図りながら、新たな市街地に活力と魅力のある商業
空間の創出を推進する。
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Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

海水浴場海岸環境
整備促進事業

県・市
広田海水浴場の海岸環境整備を促進すると
ともに、駐車場、観光案内所、シャワートイレ
等を整備する。

けんか七夕ロード整
備事業

市
　地域特性や景観に配慮した今泉地区の街
並みの再生に合わせ、けんか七夕ロードを整
備する。

動く七夕ロード整備
事業

市
　高田地区の市街地や道路網の整備に合わ
せ、動く七夕ロードを整備する。

市日通り整備事業 市・商業者
　街中の街路等を活用した高田市場や市日
通りを復活、整備する。

観光誘客推進事業
市・観光物
産協会等

　復興支援で生まれた交流を継続し、支援団
体等と連携した復興イベント等を開催して観
光誘客の回復を推進する。

企業立地奨励事業 県・市

　地場企業の再建支援と新規企業立地を推
進するため、新たな施設整備や設備導入、雇
用確保、借入資金の利払い等に対する支援
を行う。
・企業立地奨励事業費補助

中小企業設備投資
促進事業費補助事
業

市
　地場企業の再建と事業拡大を推進するた
め、新たな設備導入等に対する支援を行う。
・中小企業設備投資促進事業費補助

企業雇用拡大奨励
事業

市
　地場企業の再建と事業拡大を推進するた
め、事業者の雇用拡大に対して支援する。
・企業雇用拡大奨励事業

就業活動支援事業 国・市

　地元求職者の就業を促進するため、求職者
に対する求職受理、職業紹介、求人情報提
供等、就業相談の充実を図る。
・ふるさとハローワークの設置

気仙大工後継者育
成支援事業

市・職業訓
練協会

　気仙大工の技能継承と後継者育成のため、
職業訓練の再開、充実を支援する。
・職業訓練協会の再建支援
・職業訓練施設の再建
・技能者養成補助

事業名 事業主体 事業概要
実施年度
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第５　環境にやさしいまちづくり

復興基本政策　1

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

地下水調査促進事
業

国・市
　浜田川地区等、新規産業等の立地に要す
る地下水の水源調査を実施する。

太陽光発電所誘致
推進事業

市・民間事
業者

　被災農地等を有効活用し、大規模太陽光発
電所等の誘致を推進する。

太陽光発電設備普
及事業

県・市・民間
事業者

　公共施設や新たに整備する住宅団地等へ
の利用拡大を図るとともに、事業所や一般家
庭への導入を支援する。

再生可能エネル
ギー導入推進事業

県・市・民間
事業者

未利用資源を活用した木質バイオマス等再
生可能エネルギーの導入を推進する。

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

自然エネルギーを活用した新たな食農産業モデルを創出するとともに、環境にやさしい太陽光エネルギー
等、再生可能エネルギーの導入を促進し災害時の活用を図る。
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第６　協働で築くまちづくり

復興基本政策　1

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

コミュニティ施設整
備事業

市

　被災したコミュニティ施設は、高台に移転
し、避難所・防災資材倉庫・健康センターなど
地域防災拠点化と、診療施設等の他の施設
と一体となって整備を図る。
・コミュニティ施設整備（高田、今泉、広田）

自治会館等整備事
業

市、自治会
等

　被災した自治会館等の修繕や改築等への
支援により施設等の整備を促進する。

コミュニティ活動支
援事業

市
地区コミュニティ推進協議会のまちづくりセン
ター機能を再生・充実するため、各種コミュニ
ティ活動への支援を行う。

地区コミュニティを再生し、防災組織や福祉活動の基盤づくりを進める。

事業名 事業主体 事業概要
実施年度
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 ■■■■調査概要調査概要調査概要調査概要
＜調査実施主体＞

＜調査の目的＞

＜調査の対象＞

＜調査方法＞

＜上記以外＞郵送による配布・回収（または市役所内設置の回収箱へ投函）

＜調査期間＞

  

■■■■回収状況回収状況回収状況回収状況

[[[[AAAA] ] ] ] 配布数配布数配布数配布数 [[[[DDDD]]]]回収数回収数回収数回収数

[[[[BBBB] ] ] ] うちうちうちうち不達不達不達不達
（（（（宛先不明宛先不明宛先不明宛先不明））））数数数数

[[[[CCCC] ] ] ] 実質配布数実質配布数実質配布数実質配布数
(A-B)(A-B)(A-B)(A-B)

[[[[EEEE] ] ] ] 回収率回収率回収率回収率
(D/C)(D/C)(D/C)(D/C)

応急仮設住宅入居者 2,184 0 2,184 1,822 83.4%

上記以外 1,658 147 1,511 892 59.0%

合計合計合計合計 3,842 147 3,695 2,7142,7142,7142,714 73.5%73.5%73.5%73.5%

■■■■集計結果集計結果集計結果集計結果((((全体全体全体全体))))

１１１１））））おおおお住住住住まいまいまいまい再建再建再建再建についてのおについてのおについてのおについてのお考考考考えはえはえはえは ２２２２））））希望希望希望希望するするするする住宅住宅住宅住宅のののの種類種類種類種類はははは

３３３３））））希望希望希望希望のののの場所場所場所場所はははは ４４４４））））おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの再建再建再建再建、、、、入居入居入居入居にににに重要重要重要重要とととと思思思思うことはうことはうことはうことは

市民意向調査市民意向調査市民意向調査市民意向調査「「「「今後今後今後今後のののの居住居住居住居住にににに関関関関するするするする意向調査意向調査意向調査意向調査」　」　」　」　集計結果集計結果集計結果集計結果

陸前高田市（復興対策局）

被災世帯の今後の居住意向、特に高台移転や公営住宅への入居意向を把握
し、復興計画検討にあたっての基礎資料とする。

8月22日（月）～9月2日（金）　

※ただし、期限以降に回答があったものも適宜集計に追加

被災された全世帯（3,842世帯）の世帯主

＜応急仮設住宅入居者＞応急仮設住宅の自治会長を通じて直接配布・回収

1:自力で

新築、改

修・修繕

20.2%

2:可能で

あれば新

築、改修・

修繕

33.5%

3:借家、

集合住宅

に入居

15.7%

4:親族等

の家屋に

同居

10.4%

5:未定・

わからな

い

11.5%

6:その他

1.2%
無回答

7.5%

1:持ち家

（戸建て）

55.5%

2:持ち家

（店舗等

併用）

2.8%

3:借家

（戸建て）

3.7%

4:アパー

ト

3.1%

5:公営集

合住宅

8.7%

6:未定・

わからな

い

13.5%

7:その他

0.8%
無回答

11.9%

1:被災前

と同じ場

所

14.3%

2:市内の

高台等

53.0%

3:市外

4.0%

4:未定・

わからな

い

17.4%

5:その他

1.0%
無回答

10.3%

56.9%

7.3%

43.6%

43.6%

55.4%

27.9%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1:津波による

浸水がない

2:津波による

浸水が床下程度

3:高台等に移転できる

4:地区の人々との

つながりが保てる

5:避難道路・避難路が

整備される

6:就労場所に近い、

行きやすい

7:その他

※主なもの3つまで選択
注）“パーセント”は、有効回答数を分母としたもの
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 ■■■■地区別回収状況地区別回収状況地区別回収状況地区別回収状況

地地地地 区区区区 下矢作下矢作下矢作下矢作 竹駒竹駒竹駒竹駒 今泉今泉今泉今泉 長部長部長部長部 高田高田高田高田 米崎米崎米崎米崎 小友小友小友小友 広田広田広田広田 不明不明不明不明 総計総計総計総計

回回回回 収収収収 数数数数 39 66 430 230 1,178 249 214 302 6 2,7142,7142,7142,714

■■■■集計結果集計結果集計結果集計結果((((地区別地区別地区別地区別))))

１１１１））））おおおお住住住住まいまいまいまい再建再建再建再建についてのおについてのおについてのおについてのお考考考考えはえはえはえは

  

「「「「今後今後今後今後のののの居住居住居住居住にににに関関関関するするするする意向調査意向調査意向調査意向調査」　」　」　」　集計結果集計結果集計結果集計結果（（（（地区別集計地区別集計地区別集計地区別集計））））

1:自力再建

14.4%

2:可能であ

れば自力

再建

38.4%

3:借家、集

合住宅に

入居

16.0%

4:親族等の

家屋に同

居

10.0%

5:未定・わ

からない

11.6%

6:その他

1.4% 無回答

8.1%

今泉今泉今泉今泉

1:自力再建

30.4%

2:可能であ

れば自力

再建

33.5%

3:借家、集

合住宅に

入居

8.7%

4:親族等の

家屋に同

居

12.2%

5:未定・わ

からない

8.7%

無回答

6.5%

長部長部長部長部

1:自力再建

13.7%

2:可能であ

れば自力

再建

29.5%
3:借家、集

合住宅に

入居

22.7%

4:親族等の

家屋に同

居

11.8%

5:未定・わ

からない

13.7%

6:その他

1.8%
無回答

6.9%

高田高田高田高田

1:自力再建

22.1%

2:可能であ

れば自力

再建

42.2%

3:借家、集

合住宅に

入居

9.6%

4:親族等の

家屋に同

居

5.6%

5:未定・わ

からない

14.1%

6:その他

1.2%
無回答

5.2%

米崎米崎米崎米崎

1:自力再建

32.2%

2:可能であ

れば自力

再建

37.9%

3:借家、集

合住宅に

入居

5.1%

4:親族等の

家屋に同

居

5.1%

5:未定・わ

からない

11.7%

無回答

7.9%

小友小友小友小友

1:自力再建

30.5%

2:可能であ

れば自力

再建

35.1%

3:借家、集

合住宅に

入居

7.9%

4:親族等の

家屋に同

居

10.6%

5:未定・わ

からない

5.0%

6:その他

0.7%
無回答

10.3%

広田広田広田広田

1:自力再建

43.6%

2:可能であ

れば自力

再建

25.6%

3:借家、集

合住宅に

入居

7.7%

4:親族等の

家屋に同

居

7.7%

5:未定・わ

からない

5.1%
無回答

10.3%

下矢作下矢作下矢作下矢作

1:自力再建

33.3%

2:可能であ

れば自力

再建

24.2%

3:借家、集

合住宅に

入居

9.1%

4:親族等の

家屋に同

居

18.2%

5:未定・わ

からない

6.1%

無回答

9.1%

竹駒竹駒竹駒竹駒
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 ■■■■地区別回収状況地区別回収状況地区別回収状況地区別回収状況

地地地地 区区区区 下矢作下矢作下矢作下矢作 竹駒竹駒竹駒竹駒 今泉今泉今泉今泉 長部長部長部長部 高田高田高田高田 米崎米崎米崎米崎 小友小友小友小友 広田広田広田広田 不明不明不明不明 総計総計総計総計

回回回回 収収収収 数数数数 39 66 430 230 1,178 249 214 302 6 2,7142,7142,7142,714

■■■■集計結果集計結果集計結果集計結果

２２２２））））希望希望希望希望するするするする住宅住宅住宅住宅のののの種類種類種類種類はははは

1:持ち家

(戸建て)

66.7%

2:持ち家

(店舗等併

用)

0.0%

3:借家

(戸建て)

2.6%

4:アパート

0.0%

5:公営集合

住宅

2.6%

6:未定・わ

からない

7.7%

無回答

20.5%

下矢作下矢作下矢作下矢作

1:持ち家

(戸建て)

65.2%

2:持ち家

(店舗等併

用)

0.4%

3:借家

(戸建て)

4.3%

4:アパート

0.4%

5:公営集合

住宅

1.7%

6:未定・わ

からない

13.9%

無回答

13.9%

長部長部長部長部

1:持ち家

(戸建て)

65.5%

2:持ち家

(店舗等併

用)

1.6%

3:借家

(戸建て)

1.6%

4:アパート

1.2%

5:公営集合

住宅

6.8%

6:未定・わ

からない

12.4%

無回答

10.8%

米崎米崎米崎米崎

1:持ち家

(戸建て)

63.6%

2:持ち家

(店舗等併

用)

2.3%

3:借家

(戸建て)

1.4%

4:アパート

0.5%

5:公営集合

住宅

1.9%

6:未定・わ

からない

13.1%

7:その他

0.5%
無回答

16.8%

小友小友小友小友

1:持ち家

(戸建て)

59.1%

2:持ち家

(店舗等併

用)

3.0%

3:借家

(戸建て)

3.0%

4:アパート

1.5%

5:公営集合

住宅

4.5%

6:未定・わ

からない

13.6%

無回答

15.2%

竹駒竹駒竹駒竹駒

1:持ち家

(戸建て)

56.7%

2:持ち家

(店舗等併

用)

2.8%

3:借家

(戸建て)

4.0%

4:アパート

4.0%

5:公営集合

住宅

9.3%

6:未定・わ

からない

12.3%

7:その他

0.9% 無回答

10.0%

今泉今泉今泉今泉

1:持ち家

(戸建て)

47.3%

2:持ち家

(店舗等併

用)

3.2%

3:借家

(戸建て)

4.6%

4:アパート

5.1%

5:公営集合

住宅

13.2%

6:未定・わ

からない

16.0%

7:その他

1.1%
無回答

9.6%

高田高田高田高田

1:持ち家

(戸建て)

62.6%

2:持ち家

(店舗等併

用)

4.3%

3:借家

(戸建て)

3.0%

4:アパート

0.7%

5:公営集合

住宅

4.3%

6:未定・わ

からない

7.3%

7:その他

1.0%
無回答

16.9%

広田広田広田広田
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３３３３））））希望希望希望希望のののの場所場所場所場所はははは

 

 

1:被災前と

同じ場所

43.6%

2:市内の

高台等

25.6%

3:市外

5.1%

4:未定・

わからない

12.8%

無回答

12.8%

下矢作下矢作下矢作下矢作

1:被災前と

同じ場所

14.4%

2:市内の

高台等

52.4%

3:市外

5.8%

4:未定・

わからない

18.1%

5:その他

1.2% 無回答

8.1%

今泉今泉今泉今泉

1:被災前と

同じ場所

10.0%

2:市内の

高台等

53.0%
3:市外

5.1%

4:未定・

わからない

21.6%

5:その他

0.9% 無回答

9.4%

高田高田高田高田

1:被災前と

同じ場所

22.0%

2:市内の

高台等

51.4%

3:市外

0.9%

4:未定・

わからない

12.1%

5:その他

1.4%
無回答

12.1%

小友小友小友小友

1:被災前と

同じ場所

34.8%

2:市内の

高台等

40.9%

3:市外

4.5%

4:未定・

わからない

9.1%

無回答

10.6%

竹駒竹駒竹駒竹駒

1:被災前と

同じ場所

11.8%

2:市内の

高台等

58.1%

3:市外

1.3%

4:未定・

わからない

17.0%

5:その他

0.9% 無回答

10.9%

長部長部長部長部

1:被災前と

同じ場所

16.1%

2:市内の

高台等

59.4%

3:市外

2.0%

4:未定・

わからない

13.3%

5:その他

0.8%
無回答

8.4%

米崎米崎米崎米崎

1:被災前と

同じ場所

17.5%

2:市内の

高台等

52.3%

3:市外

3.0%

4:未定・

わからない

9.9%

5:その他

1.3%

無回答

15.9%

広田広田広田広田
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４４４４））））おおおお住住住住まいのまいのまいのまいの再建再建再建再建、、、、入居入居入居入居にににに重要重要重要重要とととと思思思思うことはうことはうことはうことは　（　（　（　（※※※※主主主主なものなものなものなもの3333つまでつまでつまでつまで選択選択選択選択））））

注）“パーセント”は、有効回答数を分母としたもの

66.7%

5.1%

17.9%

46.2%

48.7%

23.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1:津波による浸水がない

2:津波による浸水が床下程度

3:高台等に移転できる

4:地区の人々とのつながりが保

てる

5:避難道路・避難路が整備される

6:就労場所に近い、行きやすい

7:その他

下矢作下矢作下矢作下矢作

57.6%

9.1%

28.8%

56.1%

69.7%

19.7%

7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1:津波による浸水がない

2:津波による浸水が床下程度

3:高台等に移転できる

4:地区の人々とのつながりが保

てる

5:避難道路・避難路が整備される

6:就労場所に近い、行きやすい

7:その他

竹駒竹駒竹駒竹駒

58.2%

6.3%

45.5%

48.0%

53.4%

23.0%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1:津波による浸水がない

2:津波による浸水が床下程度

3:高台等に移転できる

4:地区の人々とのつながりが保

てる

5:避難道路・避難路が整備される

6:就労場所に近い、行きやすい

7:その他

今泉今泉今泉今泉

57.6%

4.4%

52.4%

50.2%

47.6%

33.2%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1:津波による浸水がない

2:津波による浸水が床下程度

3:高台等に移転できる

4:地区の人々とのつながりが保

てる

5:避難道路・避難路が整備される

6:就労場所に近い、行きやすい

7:その他

長部長部長部長部

58.1%

9.3%

41.8%

36.3%

58.4%

30.0%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1:津波による浸水がない

2:津波による浸水が床下程度

3:高台等に移転できる

4:地区の人々とのつながりが保

てる

5:避難道路・避難路が整備される

6:就労場所に近い、行きやすい

7:その他

高田高田高田高田

58.6%

6.0%

49.8%

47.0%

54.2%

25.3%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1:津波による浸水がない

2:津波による浸水が床下程度

3:高台等に移転できる

4:地区の人々とのつながりが保

てる

5:避難道路・避難路が整備される

6:就労場所に近い、行きやすい

7:その他

米崎米崎米崎米崎

55.6%

4.7%

40.2%

56.1%

56.5%

24.8%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1:津波による浸水がない

2:津波による浸水が床下程度

3:高台等に移転できる

4:地区の人々とのつながりが保

てる

5:避難道路・避難路が整備される

6:就労場所に近い、行きやすい

7:その他

小友小友小友小友

47.4%

6.0%

45.7%

45.7%

51.0%

29.5%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1:津波による浸水がない

2:津波による浸水が床下程度

3:高台等に移転できる

4:地区の人々とのつながりが保

てる

5:避難道路・避難路が整備される

6:就労場所に近い、行きやすい

7:その他

広田広田広田広田
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■■■■調査概要調査概要調査概要調査概要

＜調査実施主体＞

  ＜調査の目的＞

＜調査の対象＞

＜調査方法＞

＜調査期間＞

■■■■回収状況回収状況回収状況回収状況

地地地地　　　　区区区区 生出生出生出生出 矢作矢作矢作矢作 下矢作下矢作下矢作下矢作 横田横田横田横田 竹駒竹駒竹駒竹駒 今泉今泉今泉今泉

配布数配布数配布数配布数 15 14 27 74 55 32  

回収数回収数回収数回収数 8 7 9 28 27 29

回収率回収率回収率回収率 53.3% 50.0% 33.3% 37.8% 49.1% 90.6%

長部長部長部長部 高田高田高田高田 米崎米崎米崎米崎 小友小友小友小友 広田広田広田広田 無回答無回答無回答無回答 総計総計総計総計

90 277 152 100 193 0 1,0291,0291,0291,029  

43 180 87 57 112 7 594594594594

47.8% 65.0% 57.2% 57.0% 58.0% - 57.7%57.7%57.7%57.7%

■■■■集計結果集計結果集計結果集計結果

市民意向調査市民意向調査市民意向調査市民意向調査　「　「　「　「今後今後今後今後のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに関関関関するするするする意向調査意向調査意向調査意向調査」　」　」　」　集計結果集計結果集計結果集計結果

8月22日（月）～10月10日（月）　 ※ただし、期限以降に回答があったものも適宜集計に追加

郵送による配布・回収

陸前高田市（復興対策局）

「復興計画」の策定にあたり、今後のまちづくりの方向性や公共・公益施設の

配置、公共交通のあり方等の検討に向けた基礎資料とする。

18歳以上の市民　1,000人（無作為抽出）

55.4%

3.2%

15.7%

11.3%

14.5%

6.7%

74.6%

80.5%

15.2%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1:病院・診療所

2:介護福祉施設

3:市役所

4:コミュニティセンター・公民館

5:スポーツ施設（野球場･ﾌﾟｰﾙ･体育館等）

6:文化施設（市民会館、博物館等）

7:郵便局・銀行・農協漁協

8:商業施設（ｽｰﾊﾟｰ･ｺﾝﾋﾞﾆ･飲食店等）

9:観光施設（道の駅等）

10:その他

１１１１））））震災前震災前震災前震災前によくによくによくによく利用利用利用利用したしたしたした施設施設施設施設 （（（（※※※※主主主主なものなものなものなもの3333つまでつまでつまでつまで選択選択選択選択））））

1:自転車

12.1%

2:バイク

2.7%

3:自動車（自ら運転）

69.2%

4:自動車（送迎）

7.1%

5:路線バス

4.9%

6:特急バス

0.2%

7:JR大船渡線

1.2%

8:その他

1.3% 無回答

1.3%

２２２２））））震災前震災前震災前震災前によくによくによくによく利用利用利用利用したしたしたした移動手段移動手段移動手段移動手段
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41.2%

75.1%

70.2%

26.1%

10.3%

34.5%

10.8%

8.4%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1:通勤や仕事上で便利なこと

2:買物等が便利なこと

3:病院や介護福祉施設が近いこと

4:子供の通学が便利なこと

5:保育や子育てサービスが受けやすいこと

6:地域のつながり（コミュニティ）を維持すること

7:海や山が見えること

8:緑が豊かなこと

9:その他

３３３３））））復興復興復興復興にににに向向向向けてけてけてけて重要重要重要重要とととと思思思思われるわれるわれるわれる生活環境生活環境生活環境生活環境 （（（（※※※※主主主主なものなものなものなもの3333つまでつまでつまでつまで選択選択選択選択））））

34.0%

69.5%

19.5%

27.9%

4.0%

15.3%

4.5%

3.4%

7.7%

3.2%

6.9%

4.2%

38.7%

43.3%

2.0%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1:市役所

2:県立病院

3:県立高校

4:小中学校

5:保育所

6:消防署

7:警察

8:コミュニティセンター・公民館

9:スポーツ施設（野球場･ﾌﾟｰﾙ･体育館等）

10:文化施設（市民会館、博物館等）

11:介護福祉施設

12:観光施設（道の駅等）

13:銀行・郵便局・農協漁協

14:商業施設（ｽｰﾊﾟｰ･ｺﾝﾋﾞﾆ･飲食店等）

15:公園・緑地

16:その他

４４４４））））復興復興復興復興にににに向向向向けてけてけてけて早急早急早急早急にににに整備整備整備整備すべきすべきすべきすべき施設施設施設施設 （（（（※※※※主主主主なものなものなものなもの3333つまでつまでつまでつまで選択選択選択選択））））

71.5%

32.0%

28.3%

56.2%

34.8%

27.6%

9.6%

17.8%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1:防潮堤

2:三陸縦貫自動車道

3:河川堤防・護岸

4:幹線道路（国道４５号、アップルロード等）

5:公共交通

6:漁港施設

7:農業施設（用水、水路）

8:上下水道

9:その他

５５５５））））復興復興復興復興にににに向向向向けてけてけてけて早急早急早急早急にににに整備整備整備整備すべきすべきすべきすべき基盤施設基盤施設基盤施設基盤施設 （（（（※※※※主主主主なものなものなものなもの3333つまでつまでつまでつまで選択選択選択選択））））
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1:路線バスの

運行頻度の向上

25.6%

2:路線バスの

路線の充実

16.5%

3:高齢者向け

サービスの

充実

11.8%

4:地域巡回

バスの充実

12.3%

5:買物、福祉、病院等

への送迎バスの充実

27.6%

6:その他

1.3%
無回答

4.9%

６６６６））））バスバスバスバスのののの利用利用利用利用についてについてについてについて必要必要必要必要なことなことなことなこと

55.7%

46.5%

47.0%

13.5%

38.6%

40.4%

7.2%

22.4%

4.7%

5.1%

3.5%

5.1%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1:防潮堤・堤防・水門の整備

2:避難路・避難道路の整備

3:避難場所の見直し

4:避難施設（塔、ビル等）の整備

5:公共施設（市役所、学校等）の高所への配置

6:住まいの高台への移転

7:低地部における土地利用の制限

8:防災情伝達方法の充実（防災無線の整備等）

9:避難計画の充実

10:防災教育の実施

11:災害記録の保存

12:自主防災組織の強化

13:その他

８８８８））））津波防災津波防災津波防災津波防災・・・・減災減災減災減災にににに必要必要必要必要なことなことなことなこと （（（（※※※※主主主主なものなものなものなもの3333つまでつまでつまでつまで選選選選

択択択択））））

1:全線の復旧

40.6%

2:一部区間の

優先復旧

23.6%

3:駅機能の高度化（コ

ミセンや図書館等の

併設）

3.7%

4:バスとの結節機能

の強化（乗換の利便

性の向上）

11.6%

5:陸前高田駅の

位置の変更

10.9%

6:陸前高田～

脇ノ沢間への

駅の増設

0.8%

7:その他

3.2%
無回答

4.0%

７７７７））））JRJRJRJR大船渡線大船渡線大船渡線大船渡線のののの復旧復旧復旧復旧にににに必要必要必要必要なことなことなことなこと
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33.5%

65.8%

53.7%

19.2%

14.6%

41.9%

19.2%

24.9%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1:農林業の復興・強化

2:水産業の復興・強化

3:地場産業（水産加工や醸造等）の復興・強化

4:製造業の再建

5:観光関連業の復興・強化

6:新規企業（食関連・再生可能エネルギー産業等）…

7:新たな工業団地の整備

8:小売業・サービス業の再建

9:その他

９９９９））））地域産業地域産業地域産業地域産業のののの復興復興復興復興にににに重要重要重要重要なことなことなことなこと （（（（※※※※主主主主なものなものなものなもの3333つまでつまでつまでつまで選択選択選択選択））））

1:ぜひとも

必要である

40.6%

2:どちらかと言えば

必要である

34.3%

3:あまり

必要でない

12.8%

4:全く必要ない

4.0%

5:その他

4.9%

無回答

3.4%
10101010））））復興復興復興復興ののののシンボルシンボルシンボルシンボルとしてのとしてのとしてのとしての高田松原高田松原高田松原高田松原のののの再生再生再生再生についてについてについてについて
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陸前高田市震災復興計画策定方針について 

１ 趣 旨 

  平成 23年３月 11日発生した東日本大震災は、地震と想定外の大津波により、かけがえのない

尊い生命と財産、これまで築き上げてきた歴史的、文化的財産をも奪い去るとともに、本市の中

枢をなしてきた市街地や商業・観光施設、地場産業施設、住宅、交通網、行政機能など広範多岐

にわたる地域の社会的機能が壊滅的な被害を受け、社会経済活動に甚大な被害をもたらした。 

今回のかつてない大震災の猛威や恐ろしい経験と津波防災、減災への教訓を謙虚に受け止め、

一刻も早く避難所生活や仮設居住を解消し、被災者の生活再建を図るとともに、全壊した市街地

や被災地域の復興はもとより、地域産業の再生と発展を目指し、市民が安心して暮らし、働くこ

とのできるまちづくりに全力をあげて取り組まなければならない。 

これから歩まなければならない復興への道のりは課題が山積しているが、将来に向けて希望と

夢と安心のもてる新しい本市の復興ビジョンを示すとともに、本市の創生と活力向上に繋がる陸

前高田市震災復興計画を策定し、国・県はもとより市民、事業者、市、さらには内外の多くの方

の協働、連携により本市の復興を実現しようとするものである。 

 

２ 計画策定にあたっての基本的視点 

  この計画策定にあたっては、少子・高齢化による人口減少、地球規模での環境問題、高度情報

化の進展など、本市を取り巻く時代の変化の中で、未曾有の被災を受けたことの認識に立ち、こ

の被災から立ち直り持続的発展を遂げていくため、次の６つの基本的視点に立って計画づくりを

進めようとするものである。 

⑴ 津波防災、減災を目指す計画づくり 

   津波に強い防潮堤の整備、防災計画の再整備、救援・救護体制の整備など、防災体制の再整

備による津波防災、減災を目指す災害に強い安全なまちづくりが求められている。 

 ⑵ 市街地を復興する計画づくり 

防災性や利便性を考慮した土地利用の創出、災害時のみならず市民生活や経済活動にとって

も快適で魅力ある都市空間、都市機能を創出するまちづくりが求められている。 

⑶ 市民の暮らしを再興する計画づくり 

   住宅、学校、病院等の医療施設の再建をはじめ、教育、保健、医療、介護・福祉サービスの

回復など、安定した市民の暮らしが求められている。 

⑷ 地域産業を復興する計画づくり 

   農業や水産業の基幹産業、水産加工や醸造等の地場産業、宿泊施設や道の駅等の観光産業、

商業など、雇用の場の確保や産業基盤の早期復興とともに、食関連産業等の新規企業立地や集

積が求められている。 

 ⑸ 再生可能エネルギーを活用する 

   太陽光や太陽熱、バイオ燃料など、大規模災害における活用や地球環境にやさしいエネルギ

ーの活用が求められている。 

⑹ 協働のまちづくりを推進する 

   地域のコミュニティを再生し、市民・事業者・市の役割分担のもと、地域の特性やコミュニ

ティ活動を生かした協働のまちづくりの推進が求められている。 
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３ 計画の構成と期間 

  計画の構成は、本市の復興に向けての基本理念、まちづくりの目標を示した基本構想と、その

目標の達成に向けた施策を体系的に明らかにした基本計画で構成する。 

  基本構想及び基本計画の期間は、中長期な施策や事業が想定されることから、実施予定期間に

合わせて、今後定めるものとする。 

 

４ 策定体制 

⑴ 震災復興計画検討委員会 

   陸前高田市震災復興計画検討委員会を設置し、震災復興計画に関する事項について、調査・

検討する。 

 ⑵ 市民参加 

   計画策定において、市民の意見等を広く取り入れるために次の説明会等を行う。  

  ① 市民意向調査 

    これからのまちづくりに対する市民の意向を把握するため、６つの基本的視点に基づく復

興諸施策に関して市民意向調査を行う。 

② 市民説明会 

市民に対して説明会や懇談会を実施し、市民への情報提供及び市民からの意見聴取を行う。 

  ③ 市民意見公募（公聴活動） 

    計画に対する意見公募を行い、市民への情報提供及び意見聴取を行う。 

 ⑶ 議 会 

議会から様々な観点での意見・提案を受けるため、全員協議会等において情報提供を行う。 

 ⑷ 庁内体制 

  ① 震災復興本部 

陸前高田市震災復興本部設置規程に基づく本部を設置し、計画の策定に関して必要な事項

を協議し、所要の調整及び推進を図り、庁内の意思決定機関として審議を行う。 

② 震災復興計画策定庁内調整会議 

    各部から選出した課長補佐及び係長職の者で組織し、課内の調整を図りながら各施策を横

断的に審議し、計画素案の検討・調整を行う。 

  ③ 全職員 

    計画策定には、全庁の総力をあげて取り組んでいく必要があり、職員一人一人が自覚を持

って積極的に計画策定に関わる。 

 ⑸ 国県との連携・調整 

   復興に向けた取組みには、直轄事業の実施も含め、国・県の主体的な取組みや支援を受け、

計画策定段階から連携・調整を行う。 

 

５ 策定スケジュール 

  策定スケジュールは、別表のとおりとする。 
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陸前高田市震災復興計画策定体系図 

庁内組織庁内組織庁内組織庁内組織    

意見指示 
 

素案・ 

資料提出 
 

方針提示 

市民意見提示 
 

 別 表 １ 

調査・検討 
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検
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会    

調査・検討 
議議議議 

 
 
 

 
 

 
 

会会会会    

原案提出 
 

連携・調整 
 

国国国国
・・・・
県県県県
・・・・
広
域
広
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広
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広
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関
係
機
関
団
体

関
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機
関
団
体

関
係
機
関
団
体

関
係
機
関
団
体    

意見要望 

市民市民市民市民 

市  民 

説明会 

意見公募 

意向調査 

意見反映 

 

情報提供 

 

震災復興本部震災復興本部震災復興本部震災復興本部    

事務局（復興対策局） 

･計画素案取りまとめ 

･市民意見取りまとめ 

･検討委員会等事務局 

復興計画策定庁内調整会議 

 

各課等・全職員 

･計画素案作成 

･職員提案 
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年月 検討委員会 復興本部 市民参加 市議会 
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 市議会全員協議会 
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 市議会全員協議会 
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10 

 

  

市議会全員協議会 

11 

以降 

 

 

 
 

市議会全員協議会 

陸前高田市震災復興計画策定スケジュール 

 別 表 ２ 

復
興
計
画
検
討
委
員
会 

策定指針決定 

市民意向調査結

果集計 素案取りまと

め 

復興計画成案

決定 

震
災
復
興
本
部
会
議
、
策
定
庁
内
調
整
会
議 

市民意向調査 

国
・
県
等
と
の
連
携
・
調
整 

市民意見公募 

市民等説明会 

素案作成 

原案作成 

原案調整 

検討委員会委員選定 

基礎資料収集 

原案取りまと

め 



陸前高田市震災復興計画検討委員会委員名簿

団 体 等 氏 名 備 考
1 大 船 渡 市 農 業 協 同 組 合 菊 池 司 理事
2 広 田 湾 漁 業 協 同 組 合 佐 々 木 戝 組合長
3 陸 前 高 田 市 森 林 組 合 佐 々 木 英 一 組合長
4 陸 前 高 田 商 工 会 小 谷 隆 一 副会長
5 陸 前 高 田 市 観 光 物 産 協 会 金 野 靖 彦 会長
6 岩手県旅館生活衛生同業組合高田支部 鈴 木 繁 治 理事
7 陸 前 高 田 市 民 宿 組 合 合 口 和 弘 組合長
8 岩手県飲食業生活衛生同業組合陸前高田支部 佐 々 木 浩 支部長
9 陸 前 高 田 市 建 設 業 協 会 阿 部 勝 也 会長
10 気 仙 川 漁 業 協 同 組 合 佐 藤 啓 一 組合長
11 下 矢 作 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 村 上 誠 治 会長
12 矢 作 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 佐 々 木 公 一 会長
13 生 出 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 佐 藤 耕 吉 副会長
14 横 田 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 松 田 恒 雄 会長
15 竹 駒 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 上 部 修 一 会長
16 気 仙 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 村 上 孝 嘉 事務局長
17 長 部 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 菅 野 昌 雄 会長
18 高 田 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 菅 野 富 歳 副会長
19 米 崎 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 金 野 実 事務局長
20 小 友 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 黄 川 田 世 男 会長
21 広 田 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 協 議 会 黄 川 田 富 八 会長
22 陸 前 高 田 市 社 会 福 祉 協 議 会 熊 谷 光 人 会長
23 陸 前 高 田 市 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 小 田 桐 秀 雄 会長
24 陸 前 高 田 市 地 域 女 性 団 体 協 議 会 佐 々 木 美 代 子 会長
25 陸 前 高 田 市 芸 術 文 化 協 会 熊 谷 睦 男 会長
26 陸 前 高 田 市 体 育 協 会 岩 崎 健 二 会長
27 陸 前 高 田 市 青 年 会 議 所 高 橋 勇 樹 理事長
28 陸 前 高 田 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 残 間 潤 副会長
29 岩 手 県 立 高 田 高 等 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 及 川 満 伸 副会長
30 陸 前 高 田 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 伊 東 孝 会長
31 陸 前 高 田 ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ 熊 谷 又 吉 会長
32 陸 前 高 田 市 歯 科 医 師 団 吉 田 裕 団長
33 陸 前 高 田 金 融 団 小 笠 原 誠 岩銀支店長
34 郵 便 事 業 ㈱ 陸 前 高 田 支 店 槇 好 之 支店長
35 岩 手 県 立 高 田 病 院 石 木 幹 人 院長
36 陸 前 高 田 市 保 育 協 会 熊 谷 榮 行 事務局長
37 に ん じ ん ク ラ ブ 村 上 豊 子 会長
38 広 田 湾 漁 業 協 同 組 合 女 性 部 長 野 元 子 部長
39 陸 前 高 田 商 工 会 女 性 部 金 野 ヨ シ 子 部長
40 陸 前 高 田 市 認 定 農 業 者 の 会 金 野 勝 事務局長
41 広 田 湾 漁 業 協 同 組 合 青 壮 年 部 大 和 田 信 哉 県漁業士会気仙地区支部長

42 陸 前 高 田 商 工 会 青 年 部 坂 井 勝 部長
43 岩 手 県 中 小 企 業 同 友 会 気 仙 支 部 橋 詰 真 司
44 高 田 松 原 の 松 を 守 る 会 鈴 木 善 久 会長
45 陸 前 高 田 市 議 会 議 員 菅 原 悟
46 陸 前 高 田 市 議 会 議 員 藤 倉 泰 治
47 陸 前 高 田 市 議 会 議 員 菅 野 稔
48 東 京 工 業 大 学 教 授 中 井 検 裕
49 東 京 理 科 大 学 教 授 宇 野 求
50 東 京 大 学 准 教 授 羽 藤 英 二

1 三 陸 国 道 事 務 所 工 藤 栄 吉 所長
2 岩 手 県 沿 岸 広 域 振 興 局 水 野 尚 光 副局長
3 東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 盛 岡 支 社 多 田 秀 彰 企画部長
4 ㈱ 東 海 新 報 社 鈴 木 英 彦 代表取締役社長
5 岩 手 県 大 船 渡 警 察 署 高 田 幹 部 交 番 齋 藤 雅 彦 所長

オブザーバー
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区 分 氏 名 職　　　名

1 本 部 長 戸 羽 太 市長

2 副 本 部 長 久 保 田 崇 副市長

3 本 部 員 菅 野 正 明 理事

4 本 部 員 菊 池 満 夫 企画部長

5 本 部 員 蒲 生 琢 磨 復興対策局長

6 本 部 員 白 川 光 一 総務部長

7 本 部 員 菅 野 直 人 民生部長

8 本 部 員 細 川 文 規 農林水産部長

9 本 部 員 須 賀 佐 重 喜 建設部長

10 本 部 員 金 賢 治 教育長職務代理者兼教育次長

11 本 部 員 岩 﨑 亮 消防長

12 本 部 員 熊 谷 完 士 商工観光課長

13 本 部 員 熊 谷 正 文 財政課長

14 本 部 員 鈴 木 康 文 税務課長

15 本 部 員 大 和 田 正 防災対策室長

16 本 部 員 菅 野 利 尚 社会福祉課長

17 本 部 員 菅 野 道 弘 健康推進課長

18 本 部 員 橋 本 英 雄 市民環境課長

19 本 部 員 菅 野 悦 雄 水産課長

20 本 部 員 小 山 公 喜 幹線道路対策室主幹

21 本 部 員 佐 々 木 誠 都市計画課長

22 本 部 員 佐 藤 次 郎 会計管理者兼会計課長

23 本 部 員 金 野 丈 雄 農業委員会事務局長

24 本 部 員 佐 々 木 洋 消防署長

25 本 部 員 大 坂 幹 夫 水道事業所長

26 本 部 員 菅 野 義 則 学校教育課長

27 本 部 員 千 葉 徳 次 議会事務局長
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2 主 幹 津 田 耕 節

3 局 長 補 佐 臼 澤 勉

4 局 長 補 佐 堺 伸 也

5
事業推進室長補佐
兼 事 業 推 進 係 長 伊 賀 浩 人

6 計 画 係 長 黄 川 田 次 男

7 復興 対策 係長 村 上 幸 司

8 主 査 熊 谷 重 昭

9 主 任 山 口 透

10 技 師 阪 野 武 郎
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陸前高田市震災復興計画検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１ この要綱は、陸前高田市震災復興計画（以下「復興計画」という。）の策定に

あたり、東日本大震災により壊滅的な被害を受けた経験を踏まえ、安全で快適な

災害に強い新しいまちづくりについて検討するため、陸前高田市震災復興計画検

討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２ 検討委員会は、復興計画に関する次の事項について検討を行う。 

⑴ 復興計画案の策定に関すること。 

⑵ その他復興計画案の策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３ 検討委員会は、関係分野の有識者等又は学識経験者の中から市長が委嘱する

委員５０名以内をもって組織する。 

（任期） 

第４ 委員の任期は、復興計画案の策定をもって終了する。 

（委員長及び副委員長） 

第５ 検討委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（オブザーバー） 

第６ 検討委員会に、オブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、市長が委嘱し、その任期は委員の任期の例による。 

３ オブザーバーは、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。 

（会議） 

第７ 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員

の委嘱後の最初の検討委員会は、市長が招集する。 

２ 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又

は意見を求めることができる。 

（庶務） 

第８ 検討委員会の庶務は、復興対策局において処理する。 

（補則） 

第９ この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年７月１５日から施行する。 
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陸前高田市震災復興計画策定の主な経過 

 

年 月 日 内    容 

平成２３年 

 ５月 １日 

 ５月１６日 

 ５月１７日 

 ６月２７日 

～ ７月１９日 

 ７月 ６日 

  ８月 ８日 

８月 ９日 

８月２２日 

～ ９月 ２日 

 

８月２９日 

９月２６日 

９月２６日 

 

９月２８日 

～１０月１０日 

 

１０月 ５日 

１０月１４日 

１０月１４日 

 

１０月１７日 

～１１月１１日 

１０月３１日 

 

 

１１月 ４日 

１１月 ８日 

１１月１１日 

１１月２２日 

１１月３０日 

１２月 ２日 

１２月 ９日 

１２月 ９日 

 １２月１６日 

 １２月１９日 

１２月２１日 

 

震災復興本部及び復興対策局を設置 

震災復興計画策定方針を決定 

市議会 全員協議会 

市民意向現地調査を実施 

・被災地域市内８地区の高台移転等に係る調査 

市議会 東日本大震災復興対策特別委員会 

第１回震災復興計画検討委員会（委員 55 名）開催 

市議会 東日本大震災復興対策特別委員会 

市民意向調査を実施 

・今後の居住に関する意向調査 

・対象は被災世帯 3,842 世帯、回収数 2,714 世帯(73.5%) 

第２回震災復興計画検討委員会開催 

第３回震災復興計画検討委員会開催 

第１回復興まちづくりを語る会開催 

・テーマ「産業・雇用について」、公募 22 名出席 

市民意向調査を実施 

・今後のまちづくりに関する意向調査 

・対象は 18 歳以上の市民 1,000 名、回収数 594 名(57.7%) 

震災復興計画（素案）に対する意見募集 

市議会 東日本大震災復興対策特別委員会 

第２回復興まちづくりを語る会開催 

・テーマ「市街地の復興について」、公募 19 名出席 

震災復興計画（素案）等に係る地区住民説明会を開催 

・市内 11 地区会場、参加者数 1,716 名 

第３回復興まちづくりを語る会開催 

・テーマ「市街地の復興について」、「環境とエネルギーに

ついて」、公募 18 名出席 

市議会 東日本大震災復興対策特別委員会 

第４回震災復興計画検討委員会開催 

市議会 東日本大震災復興対策特別委員会 

市議会 東日本大震災復興対策特別委員会 

第５回震災復興計画検討委員会開催 

震災復興計画策定 

市議会へ震災復興計画を上程 

市議会 全員協議会 

市議会 東日本大震災復興対策特別委員会 

市議会 東日本大震災復興対策特別委員会 

震災復興計画議決 
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陸前高田市震災復興本部設置規程 

（設置） 

第１条 東日本大震災からの復興を適切かつ迅速に推進するため、陸前高田市震災復興本部

（以下「本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

⑴ 復興計画の策定に関すること。 

⑵ 復興計画の推進に関すること。 

⑶ 緊急復興対策の推進と総合調整に関すること。 

⑷ その他復興に係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、市長をもって充てる。 

３ 副本部長は、副市長をもって充てる。 

４ 本部員は、市長部局の部課長等、消防長及び水道事業所長並びに教育長、教育次長及び

教育委員会事務局の課の長並びに議会、委員会又は委員の事務局の長をもって充てる。 

（職務） 

第４条 本部長は、本部を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

（関係者の出席） 

第６条 本部長が必要と認めるときは、会議に関係のある者の出席を求め、意見を聞くこと

ができる。 

（庶務） 

第７条 本部の庶務は、復興対策局において処理する。 

（補則） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この訓令は、平成２３年５月１日から施行する。 


